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31011133 - 裁判所共済組合

保険者番号

組合名称

組合員数（令和4年4月1日 現在) 25,953名

男性58.9%（平均年齢47.7歳）*

女性41.1%（平均年齢40.8歳）*

加入者数（令和4年4月1日 現在) 44,286名 （被扶養者18,333名を含む）

支部数（令和4年4月1日 現在） 51支部

自組合全体 組合員 被扶養者

特定健康診査実施率（令和2年度　※１)
73.4%

(16,741/22,796)

84.2%
(14,886/17,679)

36.3%
(1,855/5,117)

特定保健指導実施率（令和2年度　※２)
4.1%

(115/2,782)

3.8%
(100/2,618)

9.1%
(15/164)

　（注）記載要領参照

31011133

裁判所共済組合
共済組合の現況

STEP１-１ 基本情報 「全健保組合共通様式」
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男性組合員 男性被扶養者 女性組合員 女性被扶養者

大規模な共済組合であり、令和４年４月１日時点で、支部５１か所は、最高裁判所、高等裁判所及び高等裁判所所在地以外の地方裁判所に設置されており、東京都の２支部及び北海道の

４支部を除き、各府県に１支部設置されている。

組合員の男女比は、男性58.9％、女性41.1％であるが、39歳以下は女性組合員の比率が高くなる。

組合員数25,953名+被扶養者数18,333名=加入者数44,286名

※１ 令和２年度の特定健康診査対象者

組合員数17,679名+被扶養者数5,117名=22,796名

※２ 令和２年度の特定保健指導対象者

組合員数2,618名+被扶養者数164名=2,782名
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31011133 - 裁判所共済組合

8,1 9,1 10,3 13,6 19,0 20,0 21,4 25,3 29 34

資格
対象

支部
性別

対象

者

特

定

健

康

診

査

事

業

1 特定健康診査

【目的】疾病の早期発見、早期治療

【概要】４０歳以上を対象に特定健康診査を

実施する。組合員は、裁判所が行う一般定期

健康診断を受検、任意継続職員や被扶養者

には、受診券を配布

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74 全員

特

定

保

健

指

導

事

業

3 特定保健指導

【目的】対象者が自分の健康状態を自覚し、自

主的に生活習慣の改善を行う意識・行動変容

を促す。

【概要】該当者の申込により保健指導実施機

関において実施する。

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

該当

者

上記に含む

3
利用勧奨チラシ配

布

【目的】特定健康診査・特定保健指導の実施

率向上

【概要】特定健康診査の受診券又は特定保健

指導利用券に、利用方法や効果等を記載した

チラシを同封し、受診券等発送後を目途に受

診等を勧奨するチラシを送付して対象者に周知

する。

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

該当

者

3 機関誌の発行

【目的】組合情報発信

【概要】機関誌（裁判所共済組合の運営収

支、各種事業、健康情報）の発行

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員

3
共済組合ホーム

ページでの発信

【目的】組合情報発信、健康意識の醸成

【概要】裁判所共済ホームページ（共済組合の

運営、各種事業、健康情報）の運用

組合員

被扶養者
全て 男女 18 ～ 74 全員

令和３年度実績

共済ホームページに掲載する方法

により、年４回＋号外１回発行

組合員及び組合員を通じた被扶養

者の受診意識の醸成

組合員のみが閲覧可能なホーム

ページへの掲載のため、被扶養者

の効果が上がりにくい。（令和４年

４月から解消）

令和３年度は職員貸与端末のみ

から閲覧が可能（令和４年４月

からは組合員及び被扶養者は、私

物PCやスマートフォンでも閲覧でき

るようになった）

閲覧の不便さがあったものの、令和

４年４月からはスマートフォン等の

外部端末からのアクセスが可能と

なったことで、手軽に組合発信情報

に接することができ、組合員及び被

扶養者の受診意識の醸成が期待

できる。

保

健

指

導

宣

伝

注2)

評価年齢

対象者
事業費

(千円)

振り返り

令和３年度実績

動機づけ支援　修了者88人（実

施率6.5%）

積極的支援　　修了者46人（実

施率3.6%）

受診券等に利用方法及び効果を

記載したパンフレットを同封、受診

券発送１か月後に利用勧奨チラ

シを送付

基準該当者に利用券を配布

組合員に対する定期的な利用勧

奨

対象者に対して受診意識を醸成さ

せる。

実施状況・時期 成功・推進要因

共済組合の取組

予算

科目

注１】

事業

分類

事業名 事業の目的および概要
課題及び阻害要因

組合員の利用率の向上

利用しやすい環境の整備

令和3年度実績

　受診者17,172人（受診率

74.7%）

一般定期健康診断受診結果又は

人間ドックの受診結果を特定健康

診査結果の代替とする。

任意継続組合員及び被扶養者に

は、受診券（セット券）郵送後に

利用勧奨文書を郵送する。

被扶養者の受診率の向上

特定保健指導の実施スケジュール

を見据えた人間ドックの早期受検

STEP１-２ 保健事業の実施状況
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

1 人間ドック補助

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発見、

早期治療

【概要】３０歳以上の組合員・被扶養者配偶

者に対し、同一年度内１回３０，０００円

を上限に助成（同一年度内に人間ドック・脳

ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74

基準

該当

者

227,807

1 脳ドック補助

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発見、

早期治療

【概要】３０歳以上の組合員及び被扶養配偶

者に対し、同一年度内１回３０，０００円

を上限に助成（同一年度内に人間ドック・脳

ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74

基準

該当

者

5,924

1 PET検査補助

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発見、

早期治療

【概要】３０歳以上の組合員及び被扶養配偶

者に対し、同一年度内１回３０，０００円

を上限に助成（同一年度内に人間ドック・脳

ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74

基準

該当

者

上記に含む

7
人間ドック予約精

算代行

【目的】人間ドック・脳ドック・PET検査の利便性

の向上

【概要】人間ドック等を受検する医療機関への

予約及び精算を代行する。受検者は受検後に

補助額を差し引いた金額のみを支払う。

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74

基準

該当

者

13,910

5

２４時間無料電

話相談（健康ダイ

ヤル）

【目的】心身の健康の保持・増進

【概要】健康や育児に関する相談を２４時間

電話対応するほか、メンタルヘルスのカウンセリン

グサービス及び医師の手配の紹介、Eメール健康

相談等を実施

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 7,513

1
生活習慣病対策

事業

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発見

【概要】裁判所が職員に対して行う一般定期健

康診断及び女性がん検診に係る費用の一部助

成

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員 3,673

体

育

奨

励

直

営

保

養

所

診断結果のデータ作成費用の支

出
疾病の早期発見

疾

病

予

防

利用希望者からインターネット・電

話・FAX・郵送による申込。

利用者は受検結果の共済組合へ

の届出も不要

利用者の予約及び結果報告の利

便性の向上

償還払いから予約精算代行への

利用変更を促す。

利用可能な医療機関を増やし、さ

らなる利便性の向上を促進

令和３年度の実績

年間利用者延べ2,977人

１つの窓口で様々な相談内容を受

け付ける。相談内容に応じて専門ス

タッフが対応する。

事業について引き続き啓発が必

要。

令和３年度実績

利用者200人

４０歳未満の疾病の早期発見の

ため、３０歳から補助対象

令和３年度実績

利用者9人

４０歳未満の疾病の早期発見の

ため、３０歳から補助対象

特定保健指導の受診につなげるた

め、早期受検の促進

令和３年度実績

利用者7,671人

４０歳未満の疾病の早期発見の

ため、３０歳から補助対象
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

7
福利厚生パッケー

ジサービス

【目的】加入者の健康保持・増進、リフレッシュ

等

【概要】

育児（ベビーシッター）、介護、宿泊施設、レ

ジャー施設、スポーツクラブ、自己啓発、引越

サービス等を提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 39,999

7 災害対策事業

【目的】被災した加入者への生活等のサポート

【概要】国共法別表第１に揚げる損害の程度

に応じ、災害見舞金の支給対象となった組合員

等に対し、所定の額に相当する救援物資を支

給

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準
該当
者

0

7 医療費通知

【目的】医療費の抑制

【概要】レセプトのある組合員等から抽出した対

象者に対して、医療費の仕組と額を通知

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準
該当
者

7 差額通知

【目的】医療費の抑制

【概要】レセプトのある組合員等から抽出した対

象者に対して、先発薬からジェネリック薬品に変

更した場合に抑制できる医療費の通知

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準
該当
者

7 引越システム

【目的】

転勤等の生活のサポート

【概要】

組合員・被扶養者の転勤等による引越に際し、

提携業者から割引サービスの提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

7
法人カード（クレ

ジットカード）

【目的】

私生活上の支払いの便宜

【概要】

法人のクレジットカードが利用可能、年会費無

料

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

7
ベビーシッターサー

ビス

【目的】育児支援

【概要】委託会社から、ベビーシッター、送迎、産

後ケア、教育及び病後育児保育等のサービスを

提供、入会金と年会費が無料で利用可能

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

令和３年度実績　契約件数　僅

少

育児と仕事の両立支援のために

行っている。

福利厚生パッケージサービス内にも

同種サービスがあるところ、周知不

足も影響して利用状況は伸び悩ん

でいる。ただ、本サービスは無料で

あることも踏まえ、継続方針であ

る。

(

予

算

措

置

な

し

)

組合員の生活の利便性向上 積極的な周知が必要

令和３年度実績

12,221件

医療費の適正化に向けた意識啓

発
引き続き啓発が必要

そ

の

他

令和３年度実績　契約件数　僅

少

令和３年度実績

1,194件

ジェネリック医薬品の利用促進意識

を十分に高めることができた（令和

４年度以降は実施していな

い。）。

令和３年度末から福利厚生パッ

ケージサービスにも同様のサービスが

導入されているところ、状況を踏ま

え、集約等を検討する。

組合員に対する事業内容の広報

活動（周知・利用促進）

利用時の手続の簡素化

地域間格差の是正

令和３年度実績　契約件数　僅

少

転勤の多い組合員へのサービス提

供

令和３年度実績

年間利用件数延60,623件（育

児7,356件、介護591件、引越

サービス1,743件）

インターネット（スマートフォン）と

コールセンターで受付可能

令和３年度実績なし
共済組合ホームページ等による制

度周知
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

休日でも利用可能な医療機関や特定保健指

導の空き状況を確認し、対象者に紹介等して

受診を促す。

組合員 男女 40 ～ 74 無

保健指導の対象となる組合員に対し、直接制

度趣旨の説明や利用の働きかけを行う。
組合員 男女 40 ～ 74 無

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１：３９％以下　　２：４０％以上　　３：６０％以上　　４：８０％以上　　５：１００％以上

特定保健指導の利用勧奨 支部において実施
パンフレット等の広報では対応できない、組

合員への利用勧奨

組合員の利用しやすい環境整備

課題及び阻害要因

特定保健指導の利用促進 支部において実施

支部の取組

事業名 事業の目的および概要

振り返り

成功・推進要因実施状況・時期

共同

実施資格 性別 年齢

対象者
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>

・被扶養者の特定保健指導の実施率は、４０～４４歳、５５～５９歳、７０～７４歳の年齢層で全組合集計を上回っている。
エ．

・組合員の特定保健指導の実施率は、すべての年齢層において全組合集計を下回っている。
ウ．

・組合員の特定健診の実施率は、５５～６４歳の年齢層を除き、全組合集計を下回っている。

・被扶養者の特定健診の実施率は、５５～６４歳の年齢層を除き全組合集計を上回っている。ア．

イ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

53.7%

63.8%

77.5%

85.3%

86.4%

86.6%

82.9%

84.4%

22.4%

51.4%

77.1%

84.9%

82.9%

80.9%

78.1%

79.7%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定健診の実施率】

23.0%

28.8%

36.6%

36.5%

31.6%

28.9%

24.3%

30.1%

33.8%

29.9%

32.3%

34.1%

33.1%

33.1%

33.9%

33.2%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

ア．（組合員） イ．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率】

ウ①．（組合員） エ①．（被扶養者）

25.4%

14.9%

18.9%

26.7%

23.4%

23.6%

25.2%

24.0%

0.0%

0.0%

3.3%

3.7%

4.0%

4.0%

3.7%

3.7%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

7.1%

14.3%

12.9%

11.5%

11.8%

8.1%

10.0%

10.6%

20.0%

0.0%

4.0%
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9.5%
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４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>

・被扶養者の積極的支援の実施率は、５５～５９歳の年齢層で、動機づけ支援の実施率は、４０～４４歳、５０～５４歳、７０～７４歳の年齢層で

全組合集計を上回っている。
エ．

・組合員の積極的支援及び動機づけ支援の実施率は、全ての年齢層において、全組合集計を下回っている。

ウ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等
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４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定保健指導の実施率・積極的支援】
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５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

ウ②．（組合員） エ②．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率・動機づけ支援】

ウ③．（組合員） エ③．（被扶養者）

25.4%

14.9%

22.1%

29.8%

27.3%

27.0%

28.6%

27.3%
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４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

7.2%

14.3%

15.1%

11.6%

11.8%

9.0%

11.0%

11.1%
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0.0%

10.0%
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12.5%
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33.3%
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７０～７４歳
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５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

・特定保健指導対象者の減少率は、組合員では５０～５４歳、６５～６９歳の年齢層で全組合集計を上回っている。

被扶養者では、４５～４９歳、７０～７４歳を除き、全組合集計を下回っている。
カ．

・メタボ該当率の減少率は、組合員は７０～７４歳を除き全組合集計を下回っている。被扶養者は５０歳以上の年齢層において全組合集計を上

回っている。
オ．

オ．メタボ該当率の減少率＿組合員・被扶養者

カ．特定保健指導対象者の減少率＿組合員・被扶養者
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度受診分>

・組合員全体では、新生物、循環器系疾患、消化器系疾患の順に高額となっており、これらは男女別にみても高額となっている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－１）

キ①．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男性

14073

12688

11952

10035

6415

5950

5433

5399

5007

4699

3101

3081

2769

2326

763

761

590

296

89

52

1

0

14051

14183

9136

10248

6044

5236

5324

6483

4319

5455

3888

4032

2834

2927

1003

682

713

231

2462

233

0

0

0 5000 10000 15000

09:循環器系疾患

02:新 生 物

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

06:神経系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

05:精神・行動障害

10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

01:感染症・寄生虫症

12:皮膚・皮下組織疾患

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

21:健康影響・保健サービス

03:血液・造血器・免疫障害

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
18007

7229

6355

5904

5852

5573

5336

5080

4935

4558

4358

3893

3107

2792

1790

1574

1028

1003

928

299

244

21

19457

8320

3205

6765

6928

8566

4556

5479

5813

4124

5764

5079

2951

3553

1584

2167

1293

887

1060

172

321

73

0 10000 20000

02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

06:神経系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

11:消化器系疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

07:眼・付属器疾患

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

05:精神・行動障害

22:重症急性呼吸器症候群など

09:循環器系疾患

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

18:他に分類されないもの

01:感染症・寄生虫症

03:血液・造血器・免疫障害

08:耳・乳様突起疾患

88:ワープロ病名等

21:健康影響・保健サービス

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ②．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・女性

14872

9892

9070

8317

6205

6151

5812

5698

4856

4822

3617

3092

2518

2289

2278

1185

830

760

475

297

131

9

16155

10697

7894

9007

6314

7169

4532

4981

5464

4246

4589

3628

3161

3202

2585

1220

823

778

2025

209

266

27

0 5000 10000 15000 20000

02:新 生 物

09:循環器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

06:神経系疾患

07:眼・付属器疾患

10:呼吸器系疾患

05:精神・行動障害

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ③．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度受診分>

・被扶養者の男性については、全組合集計を下回るものの、最も呼吸器系疾患が高額となっている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－２）

キ④．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男性

15098

7025

6816

6552

5737

5098

4745

4295

3966

3365

3161

2934

2803

2583

2481

1741

1434

926

915

836

130

2

17570

8088

6837

6729

4694

3953

3893

2942

4504

2075

3005

3445

3131

5181

2490

3316

2594

2689

1277

2170

121

6

0 5000 10000 15000 20000

10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

05:精神・行動障害

11:消化器系疾患

07:眼・付属器疾患

02:新 生 物

06:神経系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

04:内分泌・栄養・代謝疾患

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

09:循環器系疾患

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
15959

9699

8081

8010

6868

6315

6163

5350

5328

5141

4885

4768

4753

2513

2489

2245

2112

1812

1758

573

379

39

13953

10877

6433

5969

5157

5269

4880

5312

5114

4527

5922

4502

5303

2173

2789

1511

1531

1813

4164

1099

996

175
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10:呼吸器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

05:精神・行動障害

09:循環器系疾患

07:眼・付属器疾患

11:消化器系疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

22:重症急性呼吸器症候群など

06:神経系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

88:ワープロ病名等

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

17:先天奇形変形・染色体異常

08:耳・乳様突起疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

16:周産期発生病態

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑤．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・女性

11761

11506

6436

6202

5938

5796

5780

5702

5622

5254

4462

4451

4223

2659

2624

2067

1970

1737

1087

673

588

74

13326

9924

4988

5179

5681

5705

5373

6714

4519

4815

4503

4290

4122

3029

2523

2061

2184

1426

2643

1491

1616

155

0 5000 10000 15000

10:呼吸器系疾患

02:新 生 物

05:精神・行動障害

13:筋骨格系・結合組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

22:重症急性呼吸器症候群など

07:眼・付属器疾患

11:消化器系疾患

06:神経系疾患

09:循環器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

18:他に分類されないもの

15:妊娠・分娩・産じょく

16:周産期発生病態

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑥．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度受診分>

・加入者全体では、新生物、内分泌・栄養・代謝疾患、循環器系疾患等多くの疾病分類について全組合集計よりも高額となっている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－３）

キ⑦．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男性

10021

9998

8948

8452

8033

5564

5372

5241

4962

4747

4359

4279

3681

2822

1416

1196

811

594

358

268

243

1

9133

9358

7438

7546

10655

4659

4740

4480

4972

4591

5691

5236

4559

3096

1733

1476

1121

1557

2559

932

184

3

0 4000 8000 12000

09:循環器系疾患

02:新 生 物

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

10:呼吸器系疾患

07:眼・付属器疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

05:精神・行動障害

06:神経系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

18:他に分類されないもの

17:先天奇形変形・染色体異常

03:血液・造血器・免疫障害

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
16936

7496

7042

6543

5934

5769

5766

5590

5525

5160

4634

4171

4119

3578

2053

2028

1757

1426

1221

689

310

163

15682

9181

6537

5920

6251

4778

4833

5819

4095

5209

5872

4032

4624

5547

2594

1534

1823

1522

1151

1090

777

174

0 5000 10000 15000 20000

02:新 生 物

10:呼吸器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

07:眼・付属器疾患

05:精神・行動障害

11:消化器系疾患

06:神経系疾患

09:循環器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

03:血液・造血器・免疫障害

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑧．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・女性

13454

7765

7750

7599

7026

6204

5666

5503

5339

5243

4496

4225

3899

2439

1782

1586

1417

1311

906

522

289

203

12648

9888

6648

7091

6648

5675

4721

4664

5454

4516

5785

4610

4593

2835

2887

1780

1336

1500

1346

1795

851

179

0 5000 10000 15000

02:新 生 物

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

09:循環器系疾患

11:消化器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

05:精神・行動障害

14:腎尿路生殖器系疾患

06:神経系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

15:妊娠・分娩・産じょく

88:ワープロ病名等

18:他に分類されないもの

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

03:血液・造血器・免疫障害

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑨．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度受診分>STEP１-４ 一人当たり医療費

組合員及び被扶養者のいずれも、糖尿病、高血圧及び高脂血症が上位となっている。また、加入者全体でみると１０の疾患のうち８つで全組合

集計を上回っている。
ク．

ク①．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_組合員

4996

3570

2983

1999

1254

977

579

93

4

0

5947

4154

3059

2791

1081

1062

792

116

3

1

0 2000 4000 6000 8000

糖尿病

高血圧症

高脂血症

人工透析

脳血管障害

虚血性心疾患

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円

1898

1669

1432

1400

421

194

66

54

0

0

1637

951

1072

918

481

235

46

38

0

1

0 1000 2000

糖尿病

人工透析

高血圧症

高脂血症

脳血管障害

虚血性心疾患

高尿酸血症

肝機能障害

動脈閉塞

高血圧性腎臓障

害

自組合 全組合集計

3691

2669

2316

1860

903

647

363

77

3

0

3521

2420

1854

1756

743

597

372

72

2

1

0 2000 4000

糖尿病

高血圧症

高脂血症

人工透析

脳血管障害

虚血性心疾患

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障

害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円 円

ク②．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_被扶養者 ク③．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_加入者
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

・全組合と比較すると，肥満の割合が低く，非肥満の割合が高い。

・全組合と比較して，肥満，非肥満ともに，基準値内の割合が高い。
ケ．

ケ．健康分布図＿男性

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

自組合

全組合

53.41% 46.58%

49.89% 50.11%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 83.21% 16.78%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 64.98% 35.01%

ケ．健康分布図＿女性 ケ．健康分布図＿男女計

50.93%

16.79%

5.46%

6.87%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 80.05% 19.96%

29.62%

16.53%

6.41%

6.88%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 59.44% 40.57%

56.71%

14.08%

6.01%

6.41%

35.95%

14.69%

7.19%

7.15%

22.78%

15.07%

7.94%

7.62%

7.54%

15.13%

10.96%

16.48%

7.52%

11.51%

10.98%

16.57%

19.75%

16.41%

6.85%

6.88%

5.03

%

4.42

%

2.76

%

4.57

%

5.42%

5.87%

3.38%

5.29%

6.55%

8.76%

7.79%

11.91%

6.87%

12.2%

8.56%

12.94%
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ①．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

5.1%

10.4%

8.4%

7.6%

5.7%

4.2%

2.8%

5.7%

26.9%

21.6%

18.1%

18.0%

13.9%

10.8%

6.7%

13.5%

28.2%

24.4%

20.0%

18.8%

16.2%

13.7%

10.0%

15.7%

39.7%

43.5%

53.4%

55.6%

64.1%

71.4%

80.5%

65.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ②．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

6.4%

4.9%

5.9%

6.3%

6.3%

4.7%

3.7%

5.4%

34.6%

28.4%

32.2%

32.9%

30.6%

26.5%

20.2%

28.4%

32.1%

32.0%

31.1%

30.2%

29.4%

28.3%

24.7%

28.7%

26.9%

34.6%

30.8%

30.6%

33.6%

40.6%

51.4%

37.5%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ③．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

6.4%

8.0%

9.7%

5.9%

3.9%

2.2%

1.0%

4.2%

14.1%

14.2%

12.4%

9.8%

7.1%

4.5%

1.8%

6.9%

21.8%

24.4%

22.0%

21.4%

18.6%

15.4%

10.6%

17.5%

57.7%

53.4%

55.9%

62.9%

70.4%

77.9%

86.6%

71.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

・加入者全体において、血圧値については、年齢層が上がるにつれて保健指導

基準値以上の割合が増加し、５０歳以上の年齢層では３０%を超えており、６０歳

以上の年齢層ではおおよそ４５%を超えている。

・脂質値については、４５歳以上の年齢層において、保健指導基準値以上の割

合が５０%を超えており、５０歳以上の年齢層では６０%を超えている。

・血糖値については、年齢層が上がるにつれて保健指導基準値以上の割合が

概ね増加傾向にあり、５５歳以上の年齢層では３５％を超えている。

・肥満については、４５歳から４９歳までの年齢層において３０％を超えている。

・肝機能については、全年齢層において２０%を超えている。

コ

・

サ

コ・サ④．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

41.0%

43.1%

46.0%

41.5%

37.0%

31.1%

21.6%

35.0%

59.0%

56.9%

54.0%

58.5%

63.0%

68.9%

78.4%

65.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑤．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

7.7%

9.0%

11.0%

12.5%

10.9%

10.9%

8.0%

10.7%

15.4%

19.9%

23.0%

23.0%

21.1%

18.3%

14.2%

19.8%

76.9%

71.1%

66.0%

64.5%

67.9%

70.8%

77.8%

69.6%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑥．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

11.6%

8.9%

8.1%

6.1%

4.3%

2.9%

5.9%

25.0%

22.3%

18.9%

18.7%

14.6%

11.1%

6.9%

13.9%

25.0%

24.5%

20.1%

19.4%

16.5%

14.0%

10.5%

16.0%

50.0%

41.6%

52.1%

53.8%

62.9%

70.6%

79.6%

64.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑦．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

4.6%

5.5%

5.9%

6.5%

4.7%

3.8%

5.3%

41.7%

26.3%

31.5%

32.4%

30.7%

27.2%

20.8%

28.3%

29.2%

31.9%

32.0%

31.2%

29.9%

28.6%

24.8%

29.2%

29.2%

37.2%

31.0%

30.5%

33.0%

39.5%

50.7%

37.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑧．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

10.2%

10.2%

6.5%

4.0%

2.5%

1.1%

4.5%

25.0%

15.2%

13.2%

10.2%

7.4%

4.7%

1.9%

7.2%

33.3%

22.1%

21.9%

21.2%

19.1%

15.7%

10.7%

17.6%

41.7%

52.5%

54.7%

62.1%

69.4%

77.2%

86.2%

70.8%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ

・

サ

コ・サ⑨．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

58.3%

49.2%

49.1%

44.3%

38.8%

32.5%

22.7%

36.9%

41.7%

50.8%

50.9%

55.7%

61.2%

67.5%

77.3%

63.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑩．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

8.3%

9.9%

11.6%

13.4%

11.8%

11.5%

8.6%

11.4%

12.5%

21.1%

24.2%

24.2%

22.3%

19.2%

14.9%

20.7%

79.2%

69.1%

64.1%

62.4%

65.9%

69.3%

76.5%

67.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑪．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

7.4%

6.0%

5.5%

3.9%

2.8%

2.7%

0.9%

3.5%

27.8%

19.3%

11.9%

11.9%

8.7%

7.5%

4.0%

10.2%

29.6%

24.1%

19.1%

14.2%

13.8%

10.5%

3.6%

13.6%

35.2%

50.6%

63.4%

70.1%

74.6%

79.3%

91.5%

72.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑫．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

9.3%

6.0%

8.5%

9.3%

5.1%

4.2%

2.7%

6.2%

31.5%

36.1%

37.0%

36.3%

30.1%

18.9%

13.4%

28.4%

33.3%

32.5%

24.7%

22.9%

25.9%

24.9%

23.2%

25.1%

25.9%

25.3%

29.8%

31.4%

38.9%

52.0%

60.7%

40.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑬．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

9.3%

6.0%

1.8%

2.8%

2.2%

9.3%

10.8%

6.8%

6.4%

4.5%

2.1%

0.4%

4.7%

16.7%

32.5%

23.0%

22.9%

14.1%

12.6%

8.9%

17.4%

64.8%

56.6%

64.3%

68.8%

78.6%

85.3%

90.6%

75.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-５ 健康分布図等

・被扶養者においては、全ての項目について、年齢層が上がるに

つれて、保健指導基準値以降の割合がおおむね増加傾向にあ

る。

・特に脂質値は組合員同様保健指導基準値以上の割合が６０％

を超えている。コ

・

サ

コ・サ⑭．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

33.3%

20.5%

24.3%

18.9%

22.0%

17.1%

8.5%

19.1%

66.7%

79.5%

75.7%

81.1%

78.0%

82.9%

91.5%

80.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑮．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

7.4%

6.0%

6.4%

5.4%

3.9%

4.5%

1.3%

4.6%

16.7%

15.7%

14.0%

13.9%

11.3%

9.0%

5.8%

11.5%

75.9%

78.3%

79.6%

80.7%

84.8%

86.5%

92.9%

83.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

140≦SBPまたは90≦DBP SBP＜140かつDBP＜90

人 ％ 人 ％

*高血圧治療の服薬なし *高血圧治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

HbA1c 6.5% 以上 HbA1c 6.4% 以下

人 ％ 人 ％

*糖尿病治療の服薬なし *糖尿病治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

HbA1c数値

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

5,596 79.24

121 2.16 5,475 97.84

HbA1c実施者数 7,062 実施率 44.91

1,466 20.76

5,424 99.07 HbA1c 合計

ＨbＡ1c数値　～5.5% 447 30.49 2 0.14 24 0.44

1,188 81.04 278 18.96 51 0.93

ＨbＡ1c数値　5.6%～5.9% 441 30.08 15 1.02 20

7 0.13 362

0.37 1,773
ＨbＡ1c数値　6.0%～6.4% 221

106 1.50

15.08 45 3.07

3,289 60.07 3,762 53.27

6.61 635 8.99

32.38 2,249 31.85

155 2.19

18 1.23 62 4.23 26 0.46

ＨbＡ1c数値　6.5%～6.8% 46 3.14 65 4.43 44 0.79
ＨbＡ1c数値　6.9%～7.3%

2.19

ＨbＡ1c数値 【再掲】　8.4%～ 4 0.27 20 1.36 37 0.66 61 0.86

ＨbＡ1c数値　7.4%～ 15 1.02 89 6.07 51 0.91 155

12,715 80.86

2,065 16.24 10,650 83.76

血圧測定実施者数 15,724 実施率 100.00

3,009 19.14

10,573 99.28 血圧 合計

血圧
SBP＜130　& DBP＜85mmHg 615 20.44 762 25.32 48

1,035 34.40 1,974 65.60 77 0.72

0.45 8,829 82.90 10,254 65.21

11.28 2,115 13.45

130≦SBP＜140 & 85≦DBP＜90 205 6.81 488 16.22 29 0.27 1,744
140≦SBP＜160 & 90≦DBP＜100 165 5.48 516 17.15 1,434

16.38 2,466 15.68

1.65

629 4.00
180≦SBP & 110≦DBP 14 0.47 41 1.36 205 1.61 260

160≦SPB＜180 & 100≦DBP＜110 36 1.20 167 5.55 426 3.35

STEP１-６ 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

【早期治療のための受診勧奨】

【治療を開始している対象者の把握】

・健診結果で、受診勧奨基準値以上となった者２,３１６人のうち、生活習慣病で医療機関を受診した者（レセプトがある者）６８３人

・高血圧で内服治療中の者１，９７４人のうち血圧値が受診勧奨基準値以上の者は７２４人、糖尿病で内服治療中の者２７８人のうち、血糖値が受診

勧奨基準値以上の者は２１６人。

シ、ス、セ

円

シ．（生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況）
【リスクフローチャート】

ス．（脳卒中／心疾患）

セ．（糖尿病）

4,216人 2,118人

0 2000 4000 6000 8000

健診非受診者

641人

1,633人

2,870人

5,497人

4,216人

2,254人

683人

767人

1,072人

2,118人

0 2000 4000 6000 8000

服薬あり

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

健
診

受
診

者
の

健
康

レ
ベ

ル
判

定
健

診
非

受
診

者

生活習慣病レセなし 生活習慣病レセあり

人

（在職）
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和2年度>STEP１-６ 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等
【リスクフローチャート】【早期治療のための受診勧奨】

・検診結果受診勧奨基準値以上となった者２，３１６人のうち１，６３３人が生活習慣病で医療機関を受診していない。

・疾患での内服薬治療を受けていない者で、血圧値で２，０６５人、血糖値で１２１人が受診勧奨基準値以上であり、血糖値の受診勧奨基準値以上の

対象者のうち、心不全のリスクが高まるとされるHbA1c8.4以上のものが３７人いる。

シ、ス、セ
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度受診分>STEP１-７ 後発医薬品の使用状況

全年齢で使用割合は７０％を超えているが、ほとんどの年齢層において全組合集計より下回っている。
ソ．

79.7%

79.8%

80.8%

81.6%

81.2%

81.9%

82.0%

83.7%

84.3%

84.9%

82.4%

78.8%

76.2%

78.5%

84.3%

77.8%

80.8%

82.8%

79.5%

79.8%

80.8%

81.2%

83.7%

77.7%

81.0%

79.2%

73.7%

72.7%

75.9%

81.8%

66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

３５～３９歳

３０～３４歳

２５～２９歳

２０～２４歳

１５～１９歳

１０～１４歳

５～９歳

０～４歳

自組合 全組合集計

ソ．（後発医薬品の使用割合）
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31011133 - 裁判所共済組合

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」
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31011133 - 裁判所共済組合

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」

特徴 対策検討時に留意すべき点

基
本
情
報

保
健
事
業
の
実
施
状
況

・組合員の男女比は、およそ３対２であるが、３９歳以下の女性組

合員の比重が高くなっている。
・被扶養者への働きかけの手段・方法を検討する必要がある。

・４０代以上の組合員等に対する健康増進、メタボ解消に向けた取り組み強化が必

要である。

・循環器系疾患や新生物といった、一人当たりの医療費が高い疾病

は、全組合平均と比較して高くなっている。

・特定検診から健康相談事業まで、一通りの事業は網羅されている

が、女性に特化した事業は少ない。

・３９歳以下の組合員等に対する健康増進等の取組による医療費の抑制

・女性向けの事業を検討し、共済組合ホームページ等による保健宣伝・広報活動にお

ける女性に特化した記事や事業PRなどの検討が必要である。

25/27



31011133 - 裁判所共済組合

資格
対象

支部
性別

対象

者
令和４年度 令和５年度 令和６年度 アウトプット アウトカム

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7 10 14

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 13,0

そ

の

他

7
既

存
医療費通知

【目的】医療費の抑制

【概要】レセプトにある組合員等から抽出し

た対象者に対して、医療費の仕組みと医療

費の額を通知

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続 具体的な医療費を通知する

医療費適正化に向けた組

合員の意識の向上

16,1 17,1 18,0 18,5 23,0 23,0 23,5 28,0

特

定

健

康

診

査

事

業

1
既

存
特定健康診査事業

【目的】疾病の早期発見、早期治療

【概要】40歳以上を対象に、特定健康診

査を実施する。組合員は国が実施する一般

定期健康診査の結果をもって特定健康診

査結果とすることができる。

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続

案内通知の送付（被扶養

者100％）、共済組合ホー

ムページ上で年２回以上Ｐ

Ｒ

特定健康診査の実施率に

ついて、組合員は100％、

被扶養者は80％、全体で

90％以上を目指す。

特

定

保

健

指

導

事

業

3

既

存

(

法

定

)

特定保健指導

【目的】対象者が自分の健康状態を自覚

し、自主的に生活習慣の改善を行うよう意

識及び行動の変容を促す。

【概要】対象者の申込により保健指導実施

機関において実施する。

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続
保健指導事業について外部

委託の上で継続予定

特定保健指導の実施率向

上

積極的支援及び動機づけ

支援の各支部の対象者

５％減少

1
既

存
人間ドック補助

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発

見、早期治療

【概要】３０歳以上の組合員・被扶養者配

偶者に対し、同一年度内１回３０，００

０円を上限に助成（同一年度内に人間

ドック・脳ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養者
全て 男女 30 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続

疾病の早期発見、早期治

療。受検結果を保健指導等

につなげる。

医療費適正化の実現

1
既

存
脳ドック補助

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発

見、早期治療

【概要】３０歳以上の組合員及び被扶養

配偶者に対し、同一年度内１回３０，０

００円を上限に助成（同一年度内に人間

ドック・脳ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養者
全て 男女 30 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続
疾病の早期発見、早期治療

につなげる。
医療費適正化の実現

1
既

存
ＰＥＴ検査

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発

見、早期治療

【概要】３０歳以上の組合員及び被扶養

配偶者に対し、同一年度内１回３０，０

００円を上限に助成（同一年度内に人間

ドック・脳ドック・PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養者
全て 男女 30 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続
疾病の早期発見、早期治療

につなげる。
医療費適正化の実現

疾

病

予

防

職場環境の整備

年齢

個別の事業

加入者への意識づけ

目標
予算

科目
支部 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」
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31011133 - 裁判所共済組合

資格
対象

支部
性別

対象

者
令和４年度 令和５年度 令和６年度 アウトプット アウトカム年齢

目標
予算

科目
支部 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」

7
既

存

人間ドック予約精算代

行

【目的】人間ドック・脳ドック・PET検査の利

便性の向上

【概要】人間ドック等を受検する医療機関へ

の予約及び精算を代行する。受検者は受

検後に補助額を差し引いた金額のみを支払

う。

組合員

被扶養者
全て 男女 30 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続
人間ドック等受検の利便性が

高まり、受検率向上に寄与
医療費適正化の実現

5
既

存

２４時間無料電話相

談

【目的】心身の健康の保持・増進

【概要】健康や育児に関する相談を２４時

間電話対応するほか、メンタルヘルスのカウン

セリングサービス及び医師の手配の紹介、E

メール健康相談等を実施

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

無料で気軽に利用できる相

談体制を整備する

組合員・被扶養者の心身の

健康の保持・増進につなげ

る。

7
既

存

福利厚生パッケージサー

ビス

【目的】組合員・被扶養者の健康保持・増

進、リフレッシュ等

【概要】育児（ベビーシッター）、介護、宿

泊施設、レジャー施設、スポーツクラブ、自己

啓発、引越サービス等を提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

育児、介護、レジャー、引

越、自己啓発等のサービスの

提供

福利厚生の充実

7
既

存
災害対策事業

【目的】被災した組合員等への生活等のサ

ポート

【概要】国共法別表第１に揚げる損害の程

度に応じ、災害見舞金の支給対象となった

組合員等に対し、所定の額に相当する救援

物資を支給

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続 災害時に救援物資を支給
被災した組合員・被扶養者

の生活等を支える

7
既

存
引越システム

【目的】転勤等の生活サポート

【概要】組合員・被扶養者の転勤等による

引越に際し、提携業者から割引サービスを

提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続

継続（ただし、福利厚生

パッケージサービスとの重複

状況を注視する）

引越料金の割引 転勤時等の生活のサポート

7
既

存

法人カード（クレジット

カード）

【目的】私生活上の支払いの便宜

【概要】法人クレジットカードが利用可能、年

会費無料

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

法人クレジットカードが年会費

無料で利用可能となる

私生活上の支払いの利便

性が向上する

7
既

存
ベビーシッターサービス

【目的】育児支援

【概要】委託会社から、ベビーシッター、送

迎、産後ケア、教育及び病後育児保育等

のサービスを提供、入会金と年会費が無料

で利用可能

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続

継続（ただし、福利厚生

パッケージサービスとの重複

状況を注視する）

ベビーシッター等育児支援

子育て世代への支援を行

い、育児と仕事の両立をサ

ポートする

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１．共済組合　　２．支部が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と支部との共同事業

疾

病

予

防

そ

の

他
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